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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホログラム・データ記憶媒体から情報を取り出す方法（３００）であって、
ホログラム・データ記憶媒体の第一の層に位置する第一のマイクロ・ホログラム・シンボ
ルにレーザ・ビームを照射するステップ（３０２）と、
前記第一の層、又は該第一の層と異なる第二の層に位置する第二のマイクロ・ホログラム
・シンボルに前記レーザ・ビームを照射するステップ（３０４）と
を備え、
前記ホログラム・データ記憶媒体は、１又は複数のデータ層の１又は複数の位置に配置さ
れたマイクロ・ホログラム・シンボルの系列を含んでおり、
前記マイクロ・ホログラム・シンボルは、層番号、前記ホログラム記憶媒体における半径
位置を含む位置情報を含んでおり、
トラック毎に参照電圧を記憶するルックアップ・テーブルに基づいてレーザ・ビームが標
的位置に照射され、
複数の層に配置された前記マイクロ・ホログラム・シンボルの系列は階段型構造を形成し
ており、各々のマイクロ・ホログラム・シンボルは、前記ホログラム・データ記憶媒体の
隣接する層の対応するシンボルから角度についてオフセットされている、方法（３００）
。
【請求項２】
前記位置情報は、角度位置の情報又はデータ区画のアドレス情報を含み、
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当該方法は、サーボ信号が前記オフセット距離に従って適応することを可能にしており、
該最適オフセット距離は可変である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ホログラム・データ記憶媒体の前記多数の層を通して前記レーザ・ビームを集束させ
るステップ（５０２）と、
帰投ビームを受光するステップ（５０４）と、
前記ホログラム・データ記憶媒体の対応する各層についての極大値列を有する結果を与え
るように前記帰投ビームを解析するステップ（５０６）と、
を含む請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記レーザ・ビームによる初期集束層を決定するステップ（５０８）と、
前記初期層と標的層との間の極大値の数を加算式で又は減算式で計数するステップ（５１
０）と、
データの読み出し又は記録のために前記計数に基づいて前記標的層に前記レーザ・ビーム
を照射するステップ（５１２）と
を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
記憶媒体（１１）から情報を読み出しまた記録する光学レンズ付きの１又は複数のピック
アップ・ヘッド装置（１７）と、
該１又は複数のピックアップ・ヘッド装置（１７）を移動させる１又は複数の作動装置と
、
前記ピックアップ・ヘッドにより検出されるデータに応答する制御器（２６）及びプロセ
ッサ（２４）の少なくとも一方であって、該プロセッサは、前記１又は複数のピックアッ
プ・ヘッド装置（１７）を移動させるために前記１又は複数の作動装置に位置信号を送信
することが可能であり、前記１又は複数のピックアップ・ヘッド装置（１７）は、標的層
の標的トラックに１又は複数のレーザ・ビーム（４０６）を照射する、制御器（２６）及
びプロセッサ（２４）の少なくとも一方と、
前記記憶媒体（１１）から読み出された情報を記憶するメモリであって、前記データ記憶
媒体の情報を読み取り、情報を記録する間にルックアップ・テーブルに構成された複数の
データを記憶し、前記制御器がレーザ・ビームを標的位置に照射することを可能にする参
照電圧を標的トラック毎に前記ルックアップ・テーブルにさらに記憶する大容量記憶ラン
ダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）４０であるメモリと
を備え、
前記ホログラム・データ記憶媒体は、各マイクロ・ホログラム・シンボルが前記データ記
憶媒体の円周方向において最適オフセット距離で配置された階段型構造を形成する複数の
データ層に配置されたマイクロ・ホログラム・シンボルの系列を含む、
情報を処理するシステム（１０）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には、光ディスク層からの情報の処理に関し、さらに具体的には、ホロ
グラム・データ記憶媒体の光学層からの情報を処理する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的には、ホログラム記憶は、感光性記憶媒体において２本の光ビームの交差によっ
て生成される三次元干渉パターンの像であるホログラムの形態でデータを記憶するもので
ある。ページ方式ホログラム手法及びビット形式ホログラム手法の両方が研究されている
。ページ方式ホログラム・データ記憶では、ディジタル符号化されたデータを含む信号ビ
ームが、記憶媒体の容積の内部の参照ビームに重ね合わされる。これにより、容積の内部
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の媒体の屈折率を変化させる又は変調させる化学反応を生ずる。この変調によって、信号
から強度及び位相の両方の情報を記録する。従って、各々のビットが一般的には、干渉パ
ターンの一部として記憶される。後に、記憶媒体を参照ビーム単独に曝露することにより
このホログラムを取り出すことができ、参照ビームは記憶されているホログラム・データ
と相互作用して、ホログラム画像を記憶するのに用いられた初期信号ビームに比例する再
構成された信号ビームを生成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ビット形式ホログラム又はマイクロ・ホログラム・データ記憶では、一つ一つのビット
をマイクロ・ホログラムすなわち２本の対向伝播型集束記録ビームによって典型的に生成
されるブラッグ反射格子として書き込む。次いで、データは、読み出しビームを用いてマ
イクロ・ホログラムに反射させ、記録ビームを再構成することにより取り出される。従っ
て、マイクロ・ホログラム・データ記憶はページ形式ホログラム記憶よりも現行技術に類
似している。しかしながら、ＤＶＤ形式及びブルーレイ・ディスク形式に用いられ得る２
層のデータ記憶とは対照的に、ホログラム・ディスクは多数の層のデータ記憶を有するこ
とができ、テラバイト（ＴＢ）単位で測られ得るデータ記憶容量を提供する。従って、ホ
ログラム記憶媒体は、記憶媒体の容積全体にわたって約５０層～１００層の多数の層に情
報を記憶する。かかる多数の層においてデータを読み出し又は記録するためには、ホログ
ラム記憶媒体は、選択された層のシンボルを記録した最適深さの層に向けてピックアップ
・ヘッドの対物レンズを集束させるシステム及び方法によって補完されなれければならな
い。
【０００４】
　従って、多層ホログラム・データ記憶媒体からの情報の効率よい処理の方法及びシステ
ムが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態によれば、情報を処理する方法が提供される。この方法は、ホログ
ラム記憶媒体の第一の層の第一のトラックにレーザ・ビームを照射するステップを含んで
いる。この方法はまた、ルックアップ・テーブルに基づいて基底電圧を記録するステップ
を含んでいる。この方法は、トラックでの位置情報に基づいて第一の層の標的トラックに
レーザ・ビームを照射するステップを含んでいる。さらに、この方法は、標的トラックの
オフセット電圧をルックアップ・テーブルに記録するステップを含んでいる。さらにまた
、この方法は、垂直ウォブル（wobble）での位置情報に基づいて標的層にレーザ・ビーム
を照射するステップを含んでいる。この方法はまた、標的層のオフセット電圧をルックア
ップ・テーブルに記録するステップを含んでいる。最後に、この方法は、ルックアップ・
テーブルに基づいて最終電圧を決定して、情報の記録及び取り出しのためにホログラム記
憶媒体の最終標的位置にレーザ・ビームを移動させるために作動装置に最終電圧を印加す
るステップを含んでいる。
【０００６】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、ホログラム・データ記憶媒体から情報を取り出
す方法が提供される。この方法は、ホログラム・データ記憶媒体の第一の層に位置する第
一のマイクロ・ホログラム・シンボルにレーザ・ビームを照射するステップを含んでいる
。マイクロ・ホログラム・シンボルは、例えばデータ層番号、層における半径位置及び角
度位置、又はデータ区画のアドレス情報のような位置情報を含んでいる。最後に、この方
法はまた、第一のデータ層、又は第一のデータ層と異なる第二のデータ層に位置する異な
る角度オフセット又は半径オフセットの第二のマイクロ・ホログラム・シンボルにレーザ
・ビームを照射するステップを含んでいる。さらに、ホログラム・データ記憶媒体は、多
数の層に配置されたマイクロ・ホログラム・シンボルの系列を含んでいる。
【０００７】
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　本発明のもう一つの実施形態によれば、情報を処理するシステムが提供される。このシ
ステムは、記憶媒体から情報を読み出しまた記録する光学レンズ付きの１又は複数のピッ
クアップ・ヘッド装置を含んでいる。このシステムはまた、１又は複数のピックアップ・
ヘッド装置を移動させる１又は複数の作動装置（アクチュエータ）を含んでいる。さらに
、このシステムはまた、ピックアップ・ヘッド装置によって検出されるデータに応答する
制御器及びプロセッサの少なくとも一方を含んでいる。プロセッサは、１又は複数のピッ
クアップ・ヘッドを移動させるために１又は複数の作動装置に位置信号を送信することが
可能であり、１又は複数のピックアップ・ヘッド装置は、標的トラック又は標的層に１又
は複数のレーザ・ビームを照射する。このシステムは、記憶媒体から読み出された情報を
記憶するメモリを含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明のこれらの特徴、観点及び利点、並びに他の特徴、観点及び利点は、添付図面を
参照して以下の詳細な説明を読むとさらに十分に理解されよう。図面全体にわたり、類似
の参照符号は類似の部材を表わす。
【図１】本発明の一実施形態による多層光ホログラム・データ記憶ディスクの情報を処理
するシステムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による情報を処理する方法の一例の流れ図である。
【図３】本発明の一実施形態によるマイクロ・ホログラム・シンボルの系列を有する多層
光データ記憶ディスクの情報を処理するシステムを示す図である。
【図４】本発明のもう一つの実施形態によるマイクロ・ホログラム・シンボルの系列を有
する多層光データ記憶ディスクを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態によるホログラム・データ記憶媒体から情報を取り出す方法
の一例の流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態による光データ記憶ディスクの多数の層を通してレーザ・ビ
ームを集束させるシステムを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による光データ記憶ディスクの多数の層を通してレーザ・ビ
ームを集束させる方法の一例の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の様々な実施形態の要素を提示するときに、単数不定冠詞、定冠詞、「該」、「
前記」等の用語は、１又は複数の当該要素が存在することを意味するものとする。また「
備えている」、「含んでいる」及び「有している」等の用語は内包的であるものとし、ま
た所載の要素以外に付加的な要素が存在し得ることを意味するものとする。さらに、「処
理（する）」との用語は、ホログラム・データ記憶システムからのデータの読み出し又は
記録又は再書き込み又は取り出し（retrieval）を指す場合がある。動作パラメータの如
何なる例も、開示される実施形態の他のパラメータを排除するものではない。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態による光データ記憶ディスクの情報を処理するシステム１
０を示す。図示のように、光データ記憶ディスク１１の容積は多数の層１２を含んでいる
。光データ記憶ディスク１１はさらに、光データ記憶ディスク１１の中心の周りに螺旋を
描く多数のデータ・トラックにマイクロ・ホログラム・シンボルを配置した多数の層を含
んでいる。非限定的な一例では、光データ記憶ディスク１１は、垂直に積層されて横方向
に延在する多数の層において多数のデータ・トラックに沿って配置された多数の容積と、
各容積の対応する一つに各々含まれる多数のマイクロ・ホログラムとを有するプラスチッ
ク基材を含んでいる。各容積の各々におけるマイクロ・ホログラムの有無は、記憶された
データの対応する部分を示す。多数のデータ・トラックは、ウォブルとウォブルとの間に
形成されるグルーブ（groove）に位置する。図示のように、光データ記憶ディスク１１の
層の一つ１３は、本発明の一実施形態によるウォブル形成による内側グルーブ１４を含ん
でいる。層１３はまた、同様のウォブル形成による外側グルーブ１６を示している。
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【００１１】
　一実施形態では、システム１０は、光データ記憶ディスク１１からの情報を読み出しま
た記録する一つのピックアップ・ヘッド装置１７を含んでいる。もう一つの実施形態では
、システム１０は、さらに高速で情報を処理するために光学レンズ付きの多数のピックア
ップ・ヘッド装置１７を含み得る。さらにもう一つの実施形態では、システム１０は、光
データ記憶ディスク１１に読み出しビーム１８を投射する一連の光学要素（図示されてい
ない）を含んでいる。反射したビームは、これらの光学要素によって光データ記憶ディス
ク１１から捕捉される。
【００１２】
　一実施形態では、ピックアップ・ヘッド装置１７は、励起ビームを発生し、これらのビ
ームを光データ記憶ディスク１１に集束させて、光データ記憶ディスク１１から戻る反射
ビームを検出するように設計されている任意の数の異なる要素を含み得る。ピックアップ
・ヘッド装置１７は、光ドライブ電子回路パッケージ２０への結合１９を介して制御され
る。光ドライブ電子回路パッケージ２０は、１又は複数のレーザ系統への電源、検出器か
ら電子信号を検出する検出電子回路、検出された信号をディジタル信号へ変換するアナロ
グ・ディジタル（アナログからディジタルへの）変換器のような各ユニット、及び検出器
信号が光データ記憶ディスク１１に記憶されているビット値を実際に指示するときを予測
するビット予測器のような他のユニットを含み得る。
【００１３】
　光データ記憶ディスク１１の上でのピックアップ・ヘッド装置１７の位置は、光データ
記憶ディスク１１に関してピックアップ・ヘッド装置１７を軸方向及び半径方向に移動さ
せるように構成されている機械式作動装置（アクチュエータ）２２を有する集束及び追従
サーボ２１によって制御される。光ドライブ電子回路パッケージ２０及び追従サーボ２１
は、プロセッサ２４によって制御される。プロセッサ２４はピックアップ・ヘッド１７に
よって検出されるデータに応答し、位置信号を送信すること及び１又は複数のピックアッ
プ・ヘッド１７の移動を調整することが可能である。本発明の手法による幾つかの実施形
態では、プロセッサ２４は、ピックアップ・ヘッド装置１７によって受け取られてプロセ
ッサ２４へフィードバックされ得るサンプリング情報に基づいて、ピックアップ・ヘッド
装置１７の位置を決定することが可能であり得る。尚、本発明の各実施形態は、本発明の
処理タスクを実行する如何なる特定のプロセッサにも限定されないことを特記しておく。
本書で用いられる「プロセッサ」との用語は、本発明のタスクを実行するのに必要な計算
又は演算を実行することが可能な任意の機械を指すものとする。「プロセッサ」との用語
は、構造化された入力を受け入れて、所定の規則に従って入力を処理して出力を発生する
ことが可能な任意の機械を指すものとする。また、当業者には理解されるように、プロセ
ッサは、本発明のタスクを実行するハードウェア及びソフトウェアの組み合わせを装備し
得ることを特記しておく。
【００１４】
　さらに、ピックアップ・ヘッド装置１７の位置は、反射を強化し且つ／若しくは増幅し
、又は反射の干渉を低減するように決定され得る。幾つかの実施形態では、追従サーボ２
１又は光ドライブ電子回路２０は、ピックアップ・ヘッド装置１７によって受け取られる
サンプリング情報に基づいてピックアップ・ヘッド装置１７の位置を決定することが可能
であり得る。プロセッサ２４はまた、スピンドル・モータ３０へ電力２８を供給するモー
タ制御器２６を制御する。スピンドル・モータ３０は、光データ記憶ディスク１１の回転
速度を制御するスピンドル３２に結合されている。ピックアップ・ヘッド装置１７が光デ
ータ記憶ディスク１１の外側エッジからスピンドル３２に近い側へ移動するにつれて、プ
ロセッサ２４は光データ記憶ディスク１１の回転速度を速めることができる。
【００１５】
　さらに、ピックアップ・ヘッド１７の移動は、機械式作動装置２２に印加される電圧に
比例する。一実施形態では、システム１０は、光データ記憶ディスク１１での様々な位置
に対応する電圧データの集合を有するルックアップ・テーブルを記憶するメモリを含んで
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いる。メモリはまた、光データ記憶ディスク１１から読み出される情報を記憶することが
可能である。一実施形態では、メモリは、ルックアップ・テーブルに構成された多数のデ
ータを記憶する大容量記憶ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）４０であり、さらに、
プロセッサ２４が標的位置にレーザ・ビームを照射することを可能にする参照電圧を記憶
することができる。プロセッサ２４は、ＲＡＭ４０及び読み出し専用メモリすなわちＲＯ
Ｍ４２に接続されている。ＲＯＭ４２は、プロセッサ２４が追従サーボ２１、光ドライブ
電子回路２０、及びモータ制御器２６を制御することを可能にするプログラムを含んでい
る。さらに、ＲＯＭ４２はまた、プロセッサ２４が、特にＲＡＭ４０に記憶された光ドラ
イブ電子回路２０からのデータを解析することを可能にするプログラムを含んでいる。尚
、ＲＡＭ４０に記憶されたデータのかかる解析は、例えば復調、復号、又は光データ記憶
ディスク１１からの情報を他のユニットによって用いられ得るデータ・ストリームへ変換
するのに必要な他の作用を含み得ることを特記しておく。
【００１６】
　一実施形態では、システム１０は、以下に示すようなルックアップ・テーブルの非限定
的な一例を含んでいる。このルックアップ・テーブルは、ピックアップ・ヘッド１７がレ
ーザ・ビームを所望の層の標的位置に集束させるようにピックアップ・ヘッド１７を移動
させるために作動装置によって必要とされる最適電圧を与える。
【００１７】
　　　トラック番号　　対応するトラック　　層番号　　　対応する層
　　　　　　　　　　　　番号への電圧　　　　　　　　　　番号への電圧
　　　　　［Ｔ］　　　　　［Ｖ］　　　　　［Ｌ］　　　　　［Ｖ］
　　　　　　Ｔ１　　　　　ＶＴ１　　　　　　Ｌ１　　　　　ＶＬ１
　　　　　　Ｔ２　　　　　ＶＴ２　　　　　　Ｌ２　　　　　ＶＬ２
　　　　　　Ｔ３　　　　　ＶＴ３　　　　　　Ｌ３　　　　　ＶＬ３
　　　　　　Ｔ４　　　　　ＶＴ４　　　　　　Ｌ４　　　　　ＶＬ４
　　　　　　Ｔ５　　　　　ＶＴ５　　　　　　Ｌ５　　　　　ＶＬ５
　上に示すように、このルックアップ・テーブルは、各データ・トラックに対応する番号
の系列を有する第一のデータ集合（第一欄）、層の多数のデータ・トラックに対応する電
圧を有する第二のデータ集合（第二欄）、多数の層に対応する番号の系列を有する第三の
データ集合（第三欄）、及び記憶媒体の多数の層に対応する電圧を有する第四のデータ集
合（第四欄）を含んでいる。尚、欄の各々が、このルックアップ・テーブルに示す数より
も多い数のデータを有することができ、光データ記憶媒体に収容され得る層及びデータ・
トラックの数に依存することを特記しておく。一実施形態によれば、読み出し専用ホログ
ラム・ディスクにおいては、ルックアップ・テーブルは記録手順時に形成されて、システ
ム１０のＲＯＭ４２（読み出し専用メモリ）に保存される。利用者側の読み出し手順では
、レーザ・ビームはルックアップ・テーブルに基づいて標的層及び標的トラックに照射さ
れる。もう一つの実施形態によれば、読み書き用ディスクにおいては、ルックアップ・テ
ーブルは利用者による記録手順時に形成されて、システム１０（図１に示す）のＲＡＭ（
ランダム・アクセス・メモリ）に保存される。利用者側の読み出し手順では、レーザ・ビ
ームはルックアップ・テーブルに基づいて標的層及び標的トラックに照射される。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施形態による読み書き用ホログラム・ディスクの情報を処理する
方法５０の一例の流れ図を示す。ステップ５２において、方法５０は、ホログラム・デー
タ記憶媒体の第一の層の第一のトラックにレーザ・ビームを照射するステップを含んでい
る。一実施形態では、第一の層の標的トラックにレーザ・ビームを照射するステップは、
ピックアップ・ヘッドを水平又は垂直に移動させることを含んでいる。ステップ５４では
、方法５０は、基底電圧をルックアップ・テーブルに記録するステップを含んでいる。ス
テップ５６では、方法５０は、トラックでの位置情報に基づいてホログラム・データ記憶
媒体の第一の層の標的（最終）トラックにレーザ・ビームを照射するステップを含んでい
る。この方法はまた、ステップ５８において、標的トラックのオフセット電圧をルックア
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ップ・テーブルに記録するステップを含んでいる。
【００１９】
　さらに、ステップ６０では、方法５０は、垂直ウォブルでの位置情報に基づいて標的（
最終）層にレーザ・ビームを照射するステップを含んでいる。一実施形態では、ホログラ
ム・データ記憶媒体の外側トラック又は内側トラックに近付けて標的層にレーザ・ビーム
を照射するステップは、ピックアップ・ヘッドを水平または垂直に移動させることを含ん
でいる。この方法はまた、ステップ６２において、標的層のオフセット電圧をルックアッ
プ・テーブルに記録するステップを含んでいる。標的トラックのオフセット電圧及び標的
層のオフセット電圧の記録は、両方ともランダム・アクセス・メモリにおいて行なわれる
。最後にステップ６４では、この方法は、ルックアップ・テーブルに基づいて最終電圧を
決定することを含んでおり、また情報の記録又は取り出しのためにホログラム記憶媒体の
最終標的位置にレーザ・ビームを移動させるために作動装置に最終電圧を印加することを
含んでいる。最終標的位置へのレーザ・ビームのこの移動は、ピックアップ・ヘッドの対
物レンズを標的層の最適深さに集束させることを含んでいる。
【００２０】
　図３は、本発明のもう一つの実施形態による多層光ホログラム・データ記憶ディスク１
０２の情報を処理するシステム１００を示す。一実施形態では、システム１００は、光ホ
ログラム・データ記憶ディスク１０２からの情報を読み出しまた記録する一つの光ピック
アップ・ヘッド装置１０３を含んでいる。もう一つの実施形態では、システム１００は、
さらに高速で情報を処理する光学レンズ付きの多数のピックアップ・ヘッド装置１０３を
含んでいる。さらに、光データ記憶ディスク１０２の容積は、参照番号１０４1、１０４2

及び１０４Nとして示す多数の層１０４を含んでいる。ホログラム・データ記憶ディスク
１０２の上面図は、１又は複数のマイクロ・ホログラム・シンボル１０８を有する一つの
特定の層１０６を示しており、これらのマイクロ・ホログラム・シンボル１０８は、層、
半径位置及び角度位置の情報、又はデータ区画のアドレス情報を含み、これらの情報は、
「ｒ」が光ホログラム・データ記憶ディスク１０２の中心からのマイクロ・ホログラム・
シンボル１０８の半径方向距離であり、「θ」がホログラム・データ記憶ディスク１０２
において円弧がなす角度であるとすると、螺旋形データ・トラックにおいて長さｒθの円
弧に書き込まれる。一実施形態では、かかるホログラム・シンボル１０８の１又は複数の
集合を、１又は複数の層１０４の異なる半径位置に配置することができる。もう一つの実
施形態では、マイクロ・ホログラム・シンボル１０８の１又は複数の集合を、ホログラム
・データ記憶ディスク１０２の１又は複数のデータ層１０４の異なる角度位置に配置する
ことができる。ホログラム・シンボル１０８はデータ層１０４の異なる半径位置又は角度
位置に配置されて、光ピックアップ・ヘッド１０３がディスク回転時に焦点を一つのデー
タ層からもう一つのデータ層へ、又は同じ層のトラックとトラックとの間で変化させると
きに、光ピックアップ・ヘッド装置１０３が遭遇する第一のアドレス・シンボルがデータ
探索のための正確な層、半径位置及び角度位置の情報を与えるようにする。
【００２１】
　図４は、多層光ホログラム・データ記憶ディスク２００のもう一つの実施形態を示す。
ホログラム・データ記憶ディスク２００の上面図は、１又は複数のマイクロ・ホログラム
・シンボル２０８を有する一つの特定の層２０６を示しており、これらのマイクロ・ホロ
グラム・シンボル２０８は、層、半径位置及び角度位置の情報、又はデータ区画のアドレ
ス情報を含み、これらの情報は、「ｒ」が光データ記憶ディスク２００の中心からのマイ
クロ・ホログラム・シンボル２０８の半径方向距離であり、「θ」がディスク２００にお
いて円弧がなす角度であるとすると、螺旋形データ・トラックにおいて長さｒθの円弧に
書き込まれる。マイクロ・ホログラム・シンボル２０８は、位置情報例えばデータ層番号
、層における半径位置及び角度位置、又はデータ区画のアドレス情報を含んでいる。光ピ
ックアップ・ヘッドが焦点を一つのデータ層からもう一つのデータ層へ変化させるときに
、多数の層２１０の対応するマイクロ・ホログラム・シンボルは、ホログラム・データ記
憶ディスク２００の相対回転変位を補償するための隣接層からの角度「λ」ずつの角度オ
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フセットを伴って多数のデータ層２１０1、２１０2、２１０Nに書き込まれる。この階段
様の構成は、光ピックアップ・ヘッドが異なるデータ層を通して集束する間の探索時間を
最短にする。
【００２２】
　図５は、本発明の一実施形態によるホログラム・データ記憶媒体から情報を取り出す方
法３００の一例の流れ図である。ステップ３０２では、この方法は、ホログラム・データ
記憶媒体の第一の層に位置する第一のマイクロ・ホログラム・シンボルにレーザ・ビーム
を照射するステップを含んでいる。マイクロ・ホログラム・シンボルは、位置情報例えば
データ層番号、層における半径位置及び角度位置、又はデータ区画のアドレス情報を含ん
でいる。図３に関して上述したように、ホログラム・データ記憶媒体は、「ｒ」が光デー
タ記憶ディスクの中心からのマイクロ・ホログラム・シンボルの半径方向距離であり、「
θ」がディスクの中心に対して円弧がなす角度であるとすると、長さｒθの円弧に書き込
まれた第一のマイクロ・ホログラム・シンボルを含み得る。最後にステップ３０４では、
この方法は、第一の層又は第二の層に位置する異なる角度オフセット又は半径オフセット
の第二のマイクロ・ホログラム・シンボルにレーザ・ビームを照射するステップを含んで
いる。このように、方法３００は、一つの層から上方又は下方のもう一つの層までのマイ
クロ・ホログラム・データの読み出しを提供している。方法３００はさらに、ピックアッ
プ・ヘッドの移動の探索時間及び情報取り出しの処理時間の両方を最短にすることができ
る。
【００２３】
　図６は、本発明の一実施形態による光データ記憶ディスク４０２からの情報を処理する
システム４００を示す。システム４００は、「Ｎ」個の多数の層４１０1、４１０2～４１
０Nを有する光データ記憶ディスク４０２を通してレーザ・ビーム４０６を集束させる光
学レンズ付きピックアップ・ヘッド装置４０４を含んでいる。光データ記憶ディスク４０
２は、情報の処理時にはシステム４００の最適速度ωで軸４０８の周りを回転する。層４
１０1、４１０2～４１０Nの各々が多数のマイクロ・ホログラム・シンボルを含んでいる
。
【００２４】
　図示のように、ピックアップ・ヘッド装置４０４は、多数の層４１０1～４１０Nを通し
てレーザ・ビーム４０６を送信し、帰投したレーザ・ビームを受光することが可能である
。一実施形態では、システム４００は、帰投したレーザ・ビームの強度を解析するプロセ
ッサと、解析の結果をグラフ又はプロット４２０の形態で表示する適当な表示システムと
を用いる。図示のように、プロット４２０は、光データ記憶ディスク４０２の深さを表わ
すｚ軸を示す。プロット４２０の極大値が光データ記憶ディスク４０２の層を表わす。こ
のように、「Ｎ」個の多数の層についての「Ｎ」個の極大値列がプロットの４１５1、４
１５2～４１５Nによって表わされる。さらに、システム４００はメモリに記憶されている
アルゴリズムを含んでおり、このアルゴリズムは、光データ記憶ディスク４０２での情報
の読み出し及び記録のために標的層にレーザ・ビームを集束させることを可能にする。記
憶されているアルゴリズムは、図７の流れ図に示すように、光データ記憶ディスク４０２
の多数の層を通してレーザ・ビームを効率よく集束させることを可能にする。
【００２５】
　上述のように、図７は、本発明の一実施形態による光データ記憶媒体の多数の層を通し
てレーザ・ビームを集束させる方法５００の一例の流れ図である。ステップ５０２では、
この方法は、光データ記憶媒体の多数の層を通してレーザ・ビームを集束させるステップ
を含んでいる。ステップ５０４では、この方法は、帰投ビームを受光するステップを含ん
でいる。さらにステップ５０６では、この方法は、光データ記憶媒体（図６に示す）の対
応する各層についての極大値列を有する結果を与えるように帰投ビームを解析するステッ
プを含んでいる。ステップ５０８では、この方法は、レーザ・ビームによる初期集束層を
決定するステップを含んでいる。ステップ５１０では、この方法は、初期層と標的層との
間の極大値の数を加算式で又は減算式で計数（カウント・アップ又はカウント・ダウン）



(9) JP 5791990 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

するステップを含んでいる。極大値は、初期集束層と新たな標的層との間の層の数に等し
い光強度ピークを表わす。最後に、この方法は、ステップ５１２において、データの読み
出し又は記録のために上述の計数に基づいてレーザ・ビームを標的層に照射するステップ
を含んでいる。
【００２６】
　本発明の方法及びシステムは、メモリに記憶されたルックアップ・テーブルを用いてホ
ログラム・データ記憶媒体からの情報の処理を容易に且つ*迅速に行なうことを可能にす
るので有利である。本発明は、異なる層の一つのトラックからもう一つのトラックに跳ぶ
間のピックアップ・ヘッドの移動の探索時間を最短にすることにより情報の迅速な取り出
しを可能にする。本発明はまた、データ記憶媒体の正しいディスク層からシンボル・ホロ
グラムを読み出すように、ピックアップ・ヘッドを確実に正確に集束させる。
【００２７】
　さらに、当業者は、異なる実施形態からの様々な特徴の互換性を認められよう。同様に
、所載の様々な方法のステップ及び特徴は、各々のかかる方法及び特徴の他の公知の均等
構成と共に、本開示の原理に従ってさらに他のシステム及び手法を構築するように当業者
によって混合され適合させられ得る。言うまでもなく、上述のような全ての目的又は利点
が任意の特定の実施形態に従って必ずしも達成される訳ではないことを理解されたい。従
って、例えば当業者は、本書に記載されるシステム及び手法が、本書に教示するような一
つ又は一群の利点を達成する又は最適化するような態様で具現化され又は実施され得るの
であって、本書に教示され又は示唆され得るような他の目的又は利点を必ずしも達成せず
に具現化され又は実施され得ることを認められよう。
【００２８】
　本発明の幾つかの特徴のみを本書で図示して説明したが、当業者には多くの改変及び変
形が想到されよう。従って、特許請求の範囲は、本発明の真意に含まれるような全ての改
変及び変形を網羅するものと理解されたい。
【符号の説明】
【００２９】
　１０：光データ記憶ディスクの情報を処理するシステム
　１１：光データ記憶ディスク
　１２：多数の層
　１３：層の一つ
　１４：内側グルーブ
　１６：外側グルーブ
　１７：一つのピックアップ・ヘッド装置
　１８：読み出しビーム
　１９：結合
　２０：光ドライブ電子回路パッケージ
　２１：集束及び追従サーボ
　２２：機械式作動装置
　２４：プロセッサ
　２６：制御器
　３０：スピンドル・モータ
　３２：スピンドル
　４０：ＲＡＭ
　４２：ＲＯＭ
　５０：読み書き用ホログラム・ディスクの情報を処理する方法
　１００：多層光ホログラム・データ記憶ディスクの情報を処理するシステム
　１０２：多層光ホログラム・データ記憶ディスク
　１０３：光ピックアップ・ヘッド装置
　１０４：多数の層
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　１０６：層
　１０８：マイクロ・ホログラム・シンボル
　２００：ホログラム・データ記憶ディスク
　２０６：層
　２０８：マイクロ・ホログラム・シンボル
　２１０：多数の層
　３００：ホログラム・データ記憶媒体から情報を取り出す方法
　４００：光データ記憶ディスクからの情報を処理するシステム
　４０２：光データ記憶ディスク
　４０４：ピックアップ・ヘッド装置
　４０６：レーザ・ビーム
　４０８：システムの最適速度ωによる軸
　４２０：プロット
　５００：光データ記憶媒体の多数の層を通してレーザ・ビームを集束させる方法の一例
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【図３】



(14) JP 5791990 B2 2015.10.7

【図４】
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【図６】
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